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○ 宇 都 宮 市 ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則  

平 成 27年 ８ 月 31日  

規 則 第 26号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は ，宇 都 宮 市 ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 支 給 条 例（ 平 成 27年 条

例 第 17号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 19条 の 規 定 に 基 づ き ， 条 例 の 施 行 に

つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 市 長 が 定 め る 程 度 の 障 害 の 状 態 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 市 長 が 定 め る 程 度 の 障 害 の 状

態 は ，児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令（ 昭 和 36年 政 令 第 405号 。以 下「 令 」と い う 。）

別 表 第 １ に 定 め る と お り と す る 。  

（ 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ３ 項 第 ３ 号 の 市 長 が 定 め る 程 度 の 障 害

の 状 態 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ４ 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 市 長 が 定 め

る 程 度 の 障 害 の 状 態 は ， 令 別 表 第 ２ に 定 め る と お り と す る 。  

（ 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 の 市 長 が 必 要 が あ る と 認 め る 児 童 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 に 規 定 す る 市 長 が 必 要 が あ る と 認 め る 児

童 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 児 童 と す る 。  

(1) 父 又 は 母 が 引 き 続 き １ 年 以 上 遺 棄 し て い る 児 童  

(2) 父 又 は 母 が 法 令 に よ り 引 き 続 き １ 年 以 上 拘 禁 さ れ て い る 児 童  

(3) 父 又 は 母 が 疾 病 に よ り 引 き 続 き １ 年 以 上 入 院 し て い る 児 童  

（ 条 例 第 ４ 条 第 ３ 項 第 １ 号 の 市 長 が 特 別 な 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ４ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 市 長 が 特 別 な 事 情 が あ る と 認

め る 場 合 は ， 配 偶 者 か ら の 暴 力 （ 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保

護 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 13年 法 律 第 31号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 配 偶 者

か ら の 暴 力 を い う 。 ） 又 は ス ト ー カ ー 行 為 等 （ ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 12年 法 律 第 81号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る ス ト ー カ ー

行 為 等 を い う 。 ） の お そ れ が あ る た め ， 市 内 に 住 所 を 有 す る こ と が で き ず

に 居 住 し て い る 場 合 そ の 他 市 内 に 住 所 を 有 し な い こ と に や む を 得 な い 理

由 が あ る と 認 め る 場 合 を い う 。  

（ 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 の 市 長 が 認 め る も の ）  

第 ６ 条  条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 就 業 に よ る 自 立 を 支 援 す る こ と が で

き る と 市 長 が 認 め る も の は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る も の を い う 。  
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(1)  就 業 に よ る 自 立 の た め に 求 職 活 動 を 行 う も の  

(2) 職 業 能 力 の 開 発 又 は 向 上 に 取 り 組 む も の  

(3) 現 に 就 業 す る も の  

２  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 認 定 を 受 け て い る 受 給 認 定 者 が 条 例 第 ５

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 手 当 の 額 の 加 算 に つ い て 第 ６ 条 第 １ 項 各 号 の い ず

れ に も 該 当 し な く な っ た と き は ， 速 や か に ， ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 額 改 定

届 出 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 認 定 の 申 請 等 ）  

第 ７ 条  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 受 給 資 格 及 び 手 当 の 額 の 認 定 を 受

け よ う と す る 者 は ， ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 認 定 申 請 書 に ， 次 に 掲 げ る 書 類

を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 受 給 資 格 者 及 び そ の 者 が 監 護 又 は 養 育 を す る 児 童 で あ っ て ， 条 例 第

４ 条 に 規 定 す る 支 給 要 件 に 該 当 す る も の （ 以 下 「 対 象 児 童 」 と い う 。 ）

の 戸 籍 の 謄 本 又 は 抄 本  

(2) 受 給 資 格 者 が 対 象 児 童 の 父 又 は 母 以 外 の 者 で あ っ て ， 対 象 児 童 を 養

育 す る も の で あ る と き は ， 対 象 児 童 の 父 若 し く は 母 の 戸 籍 又 は 除 か れ た

戸 籍 の 謄 本 若 し く は 抄 本  

(3) 対 象 児 童 が 15歳 に 達 し た 日 の 属 す る 学 年 の 末 日 以 後 引 き 続 い て 中 学

校 ， 義 務 教 育 学 校 の 後 期 課 程 ， 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 又 は 特 別 支 援 学

校 の 中 学 部 （ 以 下 「 中 学 校 等 」 と い う 。 ） に 在 学 す る 場 合 は ， 在 学 証 明

書  

(4) 手 当 の 支 給 を 開 始 す る 月 の 属 す る 年 度 （ 手 当 の 支 給 を 開 始 す る 月 が

１ 月 か ら ５ 月 ま で の 場 合 に あ っ て は ， 前 年 度 ） の 市 町 村 民 税 の 所 得 割 の

賦 課 状 況 を 明 ら か に す る こ と が で き る 市 町 村 長 が 発 行 す る 証 明 書  

(5) 受 給 資 格 者 又 は 対 象 児 童 が 他 の 市 町 村 に 住 所 を 有 す る と き は ， そ の

住 民 票 の 写 し  

(6) 受 給 資 格 者 の 配 偶 者 又 は 対 象 児 童 が 障 害 の 状 態 に あ る こ と に よ り 申

請 す る 場 合 は ， 当 該 障 害 の 状 態 に 関 す る 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 診 断 書 そ の

他 の 当 該 障 害 の 状 態 を 明 ら か に す る こ と が で き る 書 類  

(7) そ の 他 支 給 要 件 を 確 認 す る た め に 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は ，条 例 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 受 給 資 格 及 び 手 当 の 額 の 認 定 を 行

っ た と き は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 認 定 通 知 書 に よ り ，受 給 資 格 を 有 す る と
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認 め ら れ な い と き は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 認 定 申 請 却 下 通 知 書 に よ り 通

知 す る も の と す る 。  

（ 平 28規 則 11・ 一 部 改 正 ）  

（ 手 当 の 額 の 改 定 の 申 請 等 ）  

第 ８ 条  条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 手 当 の 額 の 改 定 の 認 定 を 受 け よ う

と す る 者 は ，ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 額 改 定 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  市 長 は ，条 例 第 ７ 条 第 １ 項 に よ る 手 当 の 額 の 改 定 の 認 定 を 行 っ た と き は

ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 額 改 定 通 知 書 に よ り ，改 定 を 認 め ら れ な い と き は ひ

と り 親 家 庭 支 援 手 当 額 改 定 申 請 却 下 通 知 書 に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 状 況 確 認 の 届 出 ）  

第 ９ 条  受 給 認 定 者 は ，ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 状 況 確 認 届 出 書 に ，第 ７ 条 第

１ 項 第 ５ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 掲 げ る 書 類 （ 以 下 「 支 給 要 件 確 認 書 類 」 と い

う 。 ） を 添 え て ， 毎 年 ８ 月 １ 日 か ら ９ 月 30日 ま で の 間 に 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し ， 受 給 認 定 者 が ， 児 童 扶 養 手 当 法 （ 昭 和 36年 法 律 第

238号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に 基 づ く 児 童 扶 養 手 当 の 受 給 者 で あ っ て ，

児 童 扶 養 手 当 法 施 行 規 則（ 昭 和 36年 厚 生 省 令 第 51号 。以 下「 省 令 」と い う 。）

第 ４ 条 に 規 定 す る 児 童 扶 養 手 当 現 況 届 を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り ，当 該

届 を 提 出 し た 年 度 に つ い て 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 す る こ と を 確 認 す る こ

と が で き る 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

(1) 条 例 第 ４ 条 に 規 定 す る 支 給 要 件  

(2) 受 給 認 定 者 が 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 の 手 当 の 額 の 加 算 の 認 定 を 受 け て い

る と き は ， 同 項 に 規 定 す る 加 算 の 要 件  

（ 在 学 証 明 書 の 提 出 ）  

第 10条  受 給 認 定 者 は ，対 象 児 童 が 満 15歳 に 達 し た 日 の 属 す る 学 年 の 末 日 以

後 引 き 続 い て 中 学 校 等 に 在 学 す る と き は ，そ の 在 学 す る こ と と な っ た 年 の

４ 月 １ 日 か ら ５ 月 31日 ま で の 間 に ，在 学 証 明 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 氏 名 等 の 変 更 の 届 出 ）  

第 11条  条 例 第 16条 の 規 定 に よ り ，受 給 認 定 者 は ，次 に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た

と き は ， 速 や か に ， ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 変 更 届 出 書 を 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て ， 第 １ 号 の 規 定 に よ り 受 給 認 定 者 又 は 対

象 児 童 の 氏 名 を 変 更 し た と き は 当 該 受 給 認 定 者 又 は 対 象 児 童 に 係 る 戸 籍
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の 謄 本 又 は 抄 本 ，第 ２ 号 の 規 定 に よ り 対 象 児 童 の 数 を 増 加 さ せ た と き は 当

該 増 加 さ せ た 対 象 児 童 に 係 る 戸 籍 の 謄 本 又 は 抄 本 並 び に 第 ７ 条 第 １ 項 第

２ 号 ，第 ３ 号 及 び 第 ５ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 規 定 す る 書 類 を ひ と り 親 家 庭 支

援 手 当 変 更 届 出 書 に 添 付 す る も の と す る 。  

(1) 受 給 認 定 者 又 は 対 象 児 童 が 氏 名 を 変 更 し た と き  

(2) 対 象 児 童 の 数 に 変 動 が あ っ た と き  

(3) 受 給 認 定 者 又 は 対 象 児 童 が 住 所 を 変 更 し た と き  

(4) 手 当 の 支 払 口 座 を 変 更 し た と き  

（ 受 給 資 格 の 喪 失 の 届 出 等 ）  

第 12条  受 給 認 定 者 は ，条 例 第 ４ 条 に 規 定 す る 支 給 要 件 に 該 当 し な く な っ た

と き は ， 速 や か に ， ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 受 給 資 格 喪 失 届 出 書 を 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ，前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ，受 給 認 定 者 が 条 例 第 ４ 条 に 規 定 す る

支 給 要 件 に 該 当 し な く な っ た こ と を 公 簿 等 に よ っ て 確 認 す る こ と が で き

る と き は ， 受 給 資 格 を 喪 失 さ せ る こ と が で き る 。  

３  受 給 認 定 者 が 死 亡 し た と き は ， 戸 籍 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 224号 ） の 規 定

に よ る 死 亡 の 届 出 義 務 者 は ，ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 受 給 認 定 者 死 亡 届 出 書

を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は ，第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 受 給 資 格 を 喪 失 さ せ る 場 合 に あ

っ て は 受 給 認 定 者 に ，第 ３ 項 の 規 定 に よ り 受 給 資 格 を 喪 失 さ せ る 場 合 に あ

っ て は 死 亡 の 届 出 義 務 者 に ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 受 給 資 格 喪 失 通 知 書 に

よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 条 例 第 ９ 条 の 市 長 が 定 め る 事 由 ）  

第 13条  条 例 第 ９ 条 に 規 定 す る 市 長 が 定 め る 事 由 は ，令 別 表 第 １ 又 は 省 令 第

24条 の ５ 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 状 態 に あ る こ と を い う 。  

（ 支 給 期 限 月 を 超 え た 月 以 後 に 手 当 を 支 給 す る 特 例 の 認 定 の 申 請 等 ）  

第 14条  条 例 第 ９ 条 前 段 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け よ う と す る 者 の う ち ，条 例

第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け て い な い 者 は ひ と り 親 家 庭 支 援 手

当 認 定 申 請 書 に ，受 給 認 定 者 は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 身 体 上 等 の 事 由 認 定

申 請 書 に 医 師 又 は 歯 科 医 師 の 診 断 書 そ の 他 の 前 条 に 規 定 す る 状 態 に あ る

こ と を 明 ら か に す る こ と が で き る 書 類 （ 以 下 「 診 断 書 等 」 と い う 。 ） を 添

付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 市 長 は ， 法 に 基 づ く 児 童

扶 養 手 当 の 受 給 者 の う ち ，省 令 第 ３ 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 児 童 扶 養 手 当
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一 部 支 給 停 止 適 用 除 外 事 由 届 出 書 及 び 同 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 そ の 他 身 体

上 等 の 事 由 が 生 じ て い る こ と 又 は 生 ず る 見 込 み で あ る こ と を 明 ら か に す

る こ と が で き る 書 類 （ 次 項 に お い て 「 児 童 扶 養 手 当 一 部 支 給 停 止 適 用 除 外

事 由 届 出 書 に 添 付 さ れ た 書 類 等 」 と い う 。 ） を 提 出 し た も の で あ っ て ， こ

れ ら の 書 類 に よ り 前 条 に 規 定 す る 状 態 に あ る こ と を 確 認 す る こ と が で き

る と き は ， 診 断 書 等 の 添 付 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  

２  条 例 第 ９ 条 後 段 の 規 定 に よ る 届 出 を し よ う と す る 者 は ，ひ と り 親 家 庭 支

援 手 当 身 体 上 等 の 事 由 届 出 書 に 診 断 書 等 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し ， 市 長 は ， ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 身 体 上 等 の 事 由 認 定 申 請 書 又

は 児 童 扶 養 手 当 一 部 支 給 停 止 適 用 除 外 事 由 届 出 書 に 添 付 さ れ た 書 類 等 を

提 出 し た も の で あ っ て ，こ れ ら の 書 類 に よ り 前 条 に 規 定 す る 状 態 に あ る こ

と を 確 認 す る こ と が で き る と き は ，診 断 書 等 の 添 付 を 省 略 さ せ る こ と が で

き る 。  

（ 支 給 の 制 限 の 通 知 等 ）  

第 15条  市 長 は ，条 例 第 11条 第 １ 項 ，第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 手 当 の

支 給 を 停 止 し た と き は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 支 給 停 止 通 知 書 に よ り ，手 当

の 支 給 の 停 止 を 解 除 し た と き は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 支 給 停 止 解 除 通 知

書 に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  条 例 第 11条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 手 当 の 支 給 は ，条 例 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 認 定 を 受 け て い な い 者 に あ っ て は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 認 定 申 請

書 を ，受 給 認 定 者 に あ っ て は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 寡 婦 等 適 用 申 請 書 を 市

長 に 提 出 し ， 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 払 の 差 止 め の 通 知 等 ）  

第 16条  市 長 は ，条 例 第 12条 の 規 定 に よ り 手 当 の 支 払 を 一 時 差 し 止 め た と き

は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 支 給 差 止 通 知 書 に よ り ，一 時 差 止 め を 解 除 し た と

き は ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 支 給 差 止 解 除 通 知 書 に よ り 通 知 す る も の と す

る 。  

（ 未 支 払 の 手 当 の 支 給 の 申 請 ）  

第 17条  条 例 第 13条 の 規 定 に よ る 未 支 払 の 手 当 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者

は ，ひ と り 親 家 庭 支 援 手 当 未 支 払 手 当 支 給 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 賦 課 状 況 の 証 明 書 の 提 出 ）  
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第 18条  受 給 認 定 者 は ，毎 年 ６ 月 １ 日 か ら 30日 ま で の 間 に ，そ の 年 度 の 市 町

村 民 税 の 所 得 割 の 賦 課 状 況 を 明 ら か に す る こ と が で き る 市 町 村 長 が 発 行

す る 証 明 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 提 出 書 類 の 省 略 ）  

第 19条  市 長 は ，第 ７ 条 に 規 定 す る ひ と り 親 家 庭 手 当 認 定 申 請 書 そ の 他 の 規

則 で 定 め る 申 請 書 若 し く は 届 出 書 に 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 書 類

又 は 手 当 の 支 給 の た め の 審 査 に 必 要 と な る 書 類 に よ り 証 明 す べ き 事 実 を

公 簿 又 は 法 に 基 づ く 児 童 扶 養 手 当 ，特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 39年 法 律 第 134号 ） の 規 定 に よ る 特 別 児 童 扶 養 手 当 若 し く は 障 害

児 福 祉 手 当 ， 児 童 手 当 法 （ 昭 和 46年 法 律 第 73号 ） の 規 定 に よ る 児 童 手 当 の

支 給 若 し く は 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 48年 条 例 第 11号 ） 第

３ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る ひ と り 親 家 庭 医 療 費 の 助 成 の た め に 市 長 に 提 出 さ

れ た 書 類 に よ っ て 確 認 す る こ と が で き る と き は ，当 該 書 類 の 提 出 を 省 略 さ

せ る こ と が で き る 。  

（ 様 式 ）  

第 20条  こ の 規 則 に 規 定 す る 申 請 書 等 の 様 式 は ， 別 に 定 め る 。  

（ 補 則 ）  

第 21条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。  

附  則  抄  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 平 成 27年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 宇 都 宮 市 遺 児 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 等 の 廃 止 ）  

２  次 に 掲 げ る 規 則 は ， 廃 止 す る 。  

(1) 宇 都 宮 市 遺 児 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 44年 規 則 第 76号 ）  

(2) 宇 都 宮 市 児 童 福 祉 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 46年 規 則 第 11号 ）  

(3) 宇 都 宮 市 母 子 家 庭 等 児 童 入 学 祝 金 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 50年 規 則 第 ７

号 ）  

(4) 宇 都 宮 市 母 子 家 庭 等 援 護 費 支 給 条 例 施 行 規 則（ 昭 和 50年 規 則 第 ８ 号 ） 

附  則 （ 平 成 28年 ３ 月 23日 規 則 第 11号 ）  

こ の 規 則 は ， 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


